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１　職員の任用及び職員数に関する状況

　（１）　任用の状況

　　　①　採用者数

令和4年度職員採用の状況は次のとおりです。

2 0 2

2 0 2

（注）採用者数は、再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除いています。

　　　②　退職者数

令和4年度に退職した職員の状況は次のとおりです。

勤務延長 勧奨・早期

後の退職 希望退職

0 0 0 5 5

0 0 0 5 5

（注）退職者数は、再任用後の離職者、臨時的任用職員及び非常勤職員を除いています。

　（２）　職員数の状況

　　　　部門別職員数　（令和5年4月1日現在）

部門別の職員数と主な増減理由は、次のとおりです。

職員数 職員数 対前年

令和4年 令和5年 増減数

議会 2 2 0

総務企画 24 22 △ 2

税務 5 4 △ 1

民生 7 9 2

衛生 5 5 0

労働 0 0 0

農林水産 6 7 1

商工 0 0 0

土木 9 9 0

小計 58 58 0

教育 11 10 △ 1

小計 11 10 △ 1

水道 1 1 0

その他 4 4 0

小計 5 5 0

74 73 △ 1

（単位：人）

区　　分

採  用  者  数

初級 選考 合計

事 務 職

計

（単位：人）

区　　分

退  職  者  数

定年退職 その他 合計

特別行政部門
育児休業による減

公営企業等

会計部門

合　　計

事 務 職

計

（単位：人）

区　　分 主な増減理由

一般行政部門

総務課付職員が育児休業より復帰

一部業務統合による減

育児休業・病気休職者への補充

業務増加による増
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２　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　（１）　勤務時間（令和5年4月1日現在）

　　　①　勤務時間

　職員の勤務時間については、条例及び規則により、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり

38時間45分としており、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員を除き、その勤務時

間は月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分としています。

　また、一般的な職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなっており、休憩時間は、午後0時から

午後1時までとなっています。

　　　②　週休日及び休日

　週休日とは、勤務時間を割り振らない日をいい、原則として毎週日曜日及び土曜日が週休日となっています。

　休日とは、正規の勤務時間において勤務を要しない日をいい、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は年

末年始の休日（12月29日から1月3日までの日。国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）をいいます。

　（２）　休暇の種類（令和5年4月1日現在）

　　　　　職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇があります。

　　　①　年次有給休暇

　年次有給休暇は、一年ごとに付与する休暇で、その日数は一年において20日となっており、1日又は1時間単位

で取得することができます。（時間単位で取得した場合は、7時間45分の取得で1日となります。）

　また、年次有給休暇は当該年の翌年に20日を超えない範囲内の残日数を繰越することができます。

　　　②　病気休暇

　職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇

です。

　　　　ア　公務によらない結核性疾患 引き続き１年以内

　　　　イ　上記ア以外の疾病又は負傷 引き続き90日以内

ただし、高血圧、動脈硬化、脳血管疾患、虚血性心疾患、肝臓疾

患、じん臓疾患、糖尿病、悪性新生物又は精神性疾患にあっては、

更に引き続き60日以内で延長することができます。

　　　③　特別休暇

　職員が特別な事由により、勤務しないことが相当である場合の休暇で次の表のとおりです。

１  選挙権その他公民としての権利行使 　　必要と認められる期間
　
２  裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、 　　必要と認められる期間

　裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ

　出頭
　
３  骨髄提供（職員が骨髄移植のための骨髄液の 　　必要と認められる期間

　提供希望者としてその登録を実施するものに対

　して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配

　偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液

　を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必

　要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを

　得ないと認められるとき）
　
４  社会に貢献する活動（職員が自発的に、かつ、 　　１の年において５日の範囲内の期間

  報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動

  （専ら親族に対する支援となる活動を除く。） を

  行う場合で、その勤務 しないことが相当であると

  認められるとき)

原　　　　因 承　認　を　与　え　る　期　間
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特別休暇　続き

 （１） 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害 　　１の年において５日の範囲内の期間

　　が発生した被災地又はその周辺の地域におけ

　　る生活関連物資の配布その他の被災者を支援

　　する活動

 （２） 障害者支援施設、特別養護老人ホームその 

　　他の主として身体上若しくは精神上の障害があ

　　る者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に

　　対して必要な措置を講ずることを目的とする施

　　設であって村長が定めるものにおける活動
 

 （３） 前２号に掲げる活動のほか、身体上若しくは 

　　精神上の障害、負傷又は疾病により常態として

　　日常生活を営むのに支障がある者の介護その

　　他の日常生活を支援する活動

５  職員の結婚（結婚式、旅行その他の結婚に伴い 　　結婚の日の５日前の日から当該結婚の日以後１月を経過する日までの

  必要と認められる行事等のため勤務しないことが 　期間内における連続する７日の範囲内の期間

  相当であると認められるとき）

６  職員の出産（８週間（多胎妊娠の場合にあっては 　　出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）前の日から

  14週間）以内に出産する予定である女子職員が 　出産の日までの申し出た期間

  申し出た場合）

７  職員が出産した場合 　　出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間（産後６週間を経

　過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた

　業務に就く期間を除く）

８  育児（生後１年に達しない子を育てる職員が、そ 　　１日２回（男性職員にあっては、配偶者が取得する当該休暇（労働基

  の子の保育のために必要と認められる授乳等を 　準法第６７条の規定に基づく休暇等を含む） を含む） １回３０分以内

  行う場合）

９  妻の出産（届出をしないが事実上婚姻関係 　　出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後２週間を経

  と同様の事情にある者を含む。次号において同じ） 　過する日までの期間内における２日の範囲内でそのつど必要と認める

  　日又は時間

10 男性職員の育児参加（職員の妻が出産する 　　職員の妻の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）

  場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学 　　前の日から当該出産の日以後１年を経過する日までの期間内における

  の始期に達するまでの子を養育する職員が、これら 　　５日の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

  の子の養育のため勤務しないことが相当であると

  認められるとき） 　

11 子の看護（小学校就学前の子を養育する職員が、 　　一の年につき５日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子

  その子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその 　　が2人以上の場合にあっては、10日）の範囲内でそのつど必要と認める

  子の世話を行うことをいう）のため勤務しないことが 　　日又は時間

  相当であると認められる場合）

12 要介護者の介護その他村長が定める世話を行う 　　一の年につき５日（要介護者が2人以上の場合にあっては、10日）の

  場合 　　の範囲でそのつど必要と認める日又は時間）

13 忌引（職員の親族が死亡した場合で、職員が葬 　配偶者 10日　

  儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認めら 　父母 ７日　

  れる行事等のため勤務しないことが相当であると 　子 ５日　

  認められるとき） 　祖父母 （代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は７日） ３日　

   ※ 右日数欄に掲げる連続する日数（葬儀の為 　兄弟姉妹 ３日　

     遠隔の地に赴く場合は、往復に要する日数を 　父母の配偶者又は配偶者の父母 （生計同一の場合は７日） ３日　

     加えた日数）の範囲内 　おじ又はおば （代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は７日） １日　

　孫、おじ又はおばの配偶者 １日　

　子の配偶者又は配偶者の子 （生計同一の場合は５日） １日　

　祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 （生計同一の場合は３日） １日　

　兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 （生計同一の場合は３日） １日　

原　　　　因 承　認　を　与　え　る　期　間
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特別休暇　続き

14 父母の祭日（職員が父母の追悼のための特別な     １日の範囲内の期間

  行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに

  限る）のため勤務しないことが相当であると認めら

  れる場合）

15 夏季休暇（職員が夏季における盆等の諸行事、     １の年において７月から９月までの期間内における週休日、休日及び

  心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充   代休日を除いて原則として５日の範囲内の期間

  実のため勤務しないことが相当であると認められ

  る場合）

16 風水害震火災その他天災地変による職員の現     ７日の範囲内の期間

  住居の滅失又は破壊

17 風水害震火災その他の災害又は交通機関の事     必要と認められる期間

  故等（職員が出勤することが著しく困難であると認

  められる場合）

18 風水害震火災その他の災害時において、職員     必要と認められる期間

  が退勤途上における身体の危険を回避するため

  勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

19 地方公務員法第４２条の規定によりあらかじめ     計画の実施に伴い必要と認められる期間

  計画された能率増進計画の実施

20 女性職員の生理（生理日において勤務すること     必要と認められる期間。ただし、２日を超えるときは、その超える期間に

  が著しく困難である者が請求した場合）   ついては、病気休暇の規定による。

21 妊産婦の健康診断（妊娠中又は産後１年を経過     妊娠23週までは4週間に１回、妊娠満24週から満35週までは2週間に

  しない女性職員母子保健法（昭和40年法律第141   1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に

  号）第10条及び第13条に規定する保健指導又は   1回（医師等の特別の指示があったには、いずれの期間についてもその

  健康診査を受ける場合）   支持された回数）について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲

  内で必要と認められる時間

22 妊婦の通勤緩和（妊娠中の女性職員が通勤に利     正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を

  用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の   超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

  健康維持に影響があると認めるとき)

23 心身の健康維持及び増進又は自己啓発のため     20年若しくは30年に達した日後1年以内の連続（週休日、休日を除く）

  勤務しないことが相当であると認められる場合 （た   する5日以内の範囲内の期間。ただし、30年をすでに経過している職員

  だし新たに職員として採用された日から起算して   及び定年までに30年に達しない職員については、60歳に達する年度ま

  20年若しくは30年に達する職員 （30年をすでに   での間の連続（週休日、休日を除く。）する5日以内の範囲内の期間

  経過している職員及び定年までに30年に達しない   

  職員を含む） に限る）

24 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しない 　　１の年において５日（当該通院等が体外受精その他の村長が定める

  ことが相当であると認められる場合 　不妊治療に係るものである場合にあっては、10日）の範囲内の期間で

  　必要と求められる日又は時間

　　　④　介護休暇

　　　⑤　介護時間

　　　⑥　組合休暇

　職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けずに登録された職員団体の義務に従事する場合

の休暇です。1年において、30日を超えない範囲で、1日又は1時間単位で取得することができます。（無給）
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　職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などで、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障
があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇です。
　取得できる期間は、2週間以上6ヶ月以内となっています。(無給）

　職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です。
　要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲
内で必要と認められる時間について取得することができます。

原　　　　因 承　認　を　与　え　る　期　間



　（３）　育児休業等

　　　①　育児休業

　職員は任命権者の承認を受けて、職員の3歳に満たない子を養育するため、その子が3歳に達する日まで育児休業をする

ことができます。（無給）

　　　②　育児短時間勤務

　職員は任命権者の承認を受けて、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、その子が小学校就学の始

期に達する日まで、次に掲げるいずれかの勤務形態により、職員が希望する日及び時間帯において勤務することができます。

　　①　３時間55分勤務を週５日　（週19時間35分勤務）　　週休日　（日、土曜日）

　　②　４時間55分勤務を週５日　（週24時間35分勤務）　　週休日　（日、土曜日）

　　③　７時間45分勤務を週３日　（週23時間15分勤務）　　週休日　（日、土曜日、その他に２日）

　　④　７時間45分勤務を週２日、３時間55分勤務を週１日　（週19時間25分勤務）

　　　　　週休日　（日、土曜日、その他に２日）

　※　月曜日から金曜日までの５日間に１日７時間45分の勤務時間が割り振られている職員以外の職員にあっては、１週間当た

　　りの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるような勤務の形態とします。

　　　③　部分休業

　職員は任命権者の承認を受けて、職員の3歳に満たない子を養育するため、その子が3歳に達する日まで1日の勤務時間

の始めまたは終わりにおいて1日を通じて2時間を超えない範囲で部分休業をすることができます。（無給）

３　職員の服務の状況

　（１）　年次有給休暇の取得状況

　　　令和4年の職員の年次有給休暇の取得状況は、次のとおりです。

　　　

　（２）　育児休業・部分休業・介護休暇の取得状況

　　　①　育児休業

男性職員 1　　( 0 ) 1 0 0 0 0 0 0

女性職員 2　　( 0 ) 0 0 2 0 0 0 0

計 3　　( 0 ) 1 0 2 0 0 0 0

　　　※　令和4年度中に新たに育児休業を取得した職員数。　（　）内は、前年度から継続取得中の職員数。

　　　②　部分休業

男性職員 0　( 0 ) 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0　( 0 ) 0 0 0 0 0 0 0

計 0　( 0 ) 0 0 0 0 0 0 0

　　　※　令和4年度中に新たに部分休業を取得した職員数。　（　）内は、前年度から継続取得中の職員数。

令和4年平均取得日数 11日

２年６月超え取得者数
６月以下 １年以下 １年６月以下 ２年以下 ２年６月以下

（単位：人）

区分

育  児  休  業  承  認  期  間
育児休業

３月以下
３月超え ６月超え １年超え １年６月超え ２年超え

２年６月超え取得者数
６月以下 １年以下 １年６月以下 ２年以下 ２年６月以下

（単位：人）

区分

部  分  休  業  承  認  期  間
部分休業

３月以下
３月超え ６月超え １年超え １年６月超え ２年超え
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（単位：人）

男性職員 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

　　　③　介護休暇

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

　　　※　令和4年度中に承認された介護休暇取得者数

取得者数
６０分以下 ９０分以下

区分

１日の部分休業取得時間（平均）
部分休業

３０分以下
３０分超え ６０分越え

９０分超え

（単位：人）

区分

要　介　護　者　数　（ 職 員 と の 続 柄 別 ）
介護休暇

配偶者 父母 子
配偶者の

祖父母 兄弟姉妹 孫取得者数
父母

（単位：人）

区分

介　護　休　暇　承　認　期　間
介護休暇

１月以下
１月超え ２月超え ３月超え ４月超え

５月超え取得者数
２月以下 ３月以下 ４月以下 ５月以下

- 6 -



　（３）　職務専念義務免除の状況

　　職員は、その勤務時間中においては、職務上の注意力の全てをその職務遂行に用い、地方公共団体がなすべき責を有す

る職務のみに従事しなければならないとされています（地方公務員法第３５条）が、法律又は条例に特別の定めがある場合は

職務に専念する義務を免除されることがあります。

　　その特例規定として定められている場合は次のとおりです。

【職務に専念する義務の特例に関する条例（抜粋）】

第２条　職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その

　職務に専念する義務を免除されることができる。

　　(1)　研修を受ける場合

　　(2)　厚生に関する計画の実施に参加する場合

　　(3)　専ら職員団体の業務に従事する場合

　　(4)　前３号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

【職務に専念する義務の特例に関する規則（抜粋）】

第２条　職務に専念する義務の特例に関する条例第２条第１号、第２号及び第３号に規定する場合を除くほか、職員があら

　かじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のよう

　に定める。

　　(1)　 村の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

　　(2)　 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ねその職に属する事務に従事する場合

　　(3)　 村の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

　　(4)　 村の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その

　　　 地位に属する事務に従事する場合

　　(5)　 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合

　　(6)　 当該職員の職務上の教養に資する講習講義等を受講する場合

　　(7)　 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合

　　(8)　 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連ある試験を受ける場合

　　(9)　 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第４５条第２項の規定により公務災害補償に関する審査

　　　 の請求をし、又は法第４６条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第４９条第４項の規定により不

　　　 利益処分に関し審査の請求をし、あるいはこれらの審理のため公平委員会又は高知県人事委員会の要求を受けて出

　　　 頭する場合

　　(10)　職員団体の代表として法第５３条第６項の規定による口頭審理に出頭する場合

　　(11)　職員団体の代表として法第５５条第１項の規定により村の当局と交渉する場合

　　(12)　法第５５条第11項の規定により村の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

　　(13)　その他前１２号に準ずる特別の事由がある場合

- ７ -



　（４）　営利企業従事許可の状況

　　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その

　他地方公共団体の規則で定める地位を兼ね、若しくは営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しく

　は事務にも従事してはならない（地方公務員法第３８条）とされています。

　　営利企業従事許可の件数　( 令和4年4月1日～令和5年3月31日 ）

　　　営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他

　　　団体の役員その他これらに準ずる職を兼ねる場合

　　　自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0

　　　報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事する場合 0

４　職員の分限及び懲戒の状況

　（１）　分限処分

　分限処分とは、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいい、その処分とし

ては、休職、降任、免職等があります。

降任 免職 休職 計

勤務成績が良くない場合 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 1 1

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により

廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

0 0 1 1

　（２）　懲戒処分

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを

目的とする処分をいい、その処分として、戒告、減給、停職、免職があります。

　　　①　懲戒処分者数

戒告 減給 停職 免職 計

0 0 1 0 1

　　　②　処分の事由別状況

給与・任用に 一般服務 一般非行 収賄等 道路交通法

関する不正 違反関係 関係 関係 違反関係

0 1 0 0 0 0 1

(令和4年度）
区　　　　　分

0 0 0 0

区　　　　　分 営利企業従事許可の件数

0

懲戒処分者数

- ８ -

計

(令和4年度）

区　　　　分

懲戒処分者数

(令和4年度）

区　　　　分 監督責任 計



５　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

　（１）　研修の状況

　研修は、職員が現在ついている職及び将来つくことが予想される職位の職務と責任の遂行に必要な知識技能を習得させ、

職員の資質の向上と勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的としています。

　令和4年度に実施した研修受講等の実績は、下記のとおりです。

0　人

　（２）　勤務成績の評定の状況（令和4年度）

　勤務成績の評定は実施しています。

６　職員の福祉及び利益の保護の状況

　（１）　健康診断の実施

定期健康診断(人間ドックを含む）を年に１回以上、特定業務定期健康診断を実施しています。

　（２）　労働安全衛生管理体制

　安全衛生委員会を設置し、衛生管理担当者の配置を行い、快適な職場環境の実現と職場における職員の安全と健康の

確保のため安全衛生管理体制を整備しています。

　（３）　互助会制度　

　職員の福利厚生、親睦を図ることを目的とし、職員の健康増進及び親睦、レクリエーション活動等の事業を行っています。

・支出状況
会員数 事業費補助金（公費負担分）

77人

77人

　※　①は日高村独自の互助会、②は県内市町村との共同互助会

・事業内容

助成事業 …脳ドック利用助成、保養施設利用助成、健康増進施設利用助成等

厚生事業 …会員の福利厚生を目的とした研修や行事等の実施に対し助成

給付事業 …会員等の病気やケガ、出産、死亡等に対して給付

(令和4年度）

研　修　区　分 受講者数

　階層別研修
20　人

　新採・採用５年目・１０年目・係長研修・課長補佐研修・課長研修　

1,512　千円　　 1,512　千円　　

　職員研修
2　人

　（新規採用者研修）

(令和4年度）
会員掛金額

　能力向上・開発研修
5　人

　市町村長・市町村議会議員研修会

　派遣研修・通信研修
0　人

- ９ -

①日高村職員互助会 0　千円　　 92　千円　　

②市町村職員互助会



　（４）　公務災害・通勤災害の状況

　職員の公務上、又は通勤による災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう）において、公務（通勤）災害等認定された場合補償が

あります。　地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員の公務上の災害等の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共　　　

団体等に代わって地方公務員災害補償基金を設置し、認定・補償を実施しています。

　　　①　公務災害・通勤災害認定件数

　　　②　地方公務員災害補償基金負担金　（地方公務員災害補償法に基づく地方公務員災害補償基金に対する地方公共団体の負担金）

477 　千円 433 　千円

　（５）　措置要求及び不服申立て状況

　職員の権利は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に対する不服申立ての制度により保護されています。勤務

条件に対する措置要求は給与、勤務時間その他の勤務条件に関し人事委員会又は公平委員会に対して地方公共団体の当

局により適当な措置がとられるべきことを要求する制度であり、また、不利益処分に対する不服申立ては不利益な処分を受け

た職員が人事委員会又は公平委員会に対して不服申立てを行うことができる制度です。

　日高村の職員は、県の人事委員会又は公平委員会に対して措置要求及び不服申立てを行います。

0 　　件

0 　　件

令和4年度確定負担金

地方公務員災害補償基金負担金

(令和4年度）

　　　　勤務条件に関する措置の要求の状況

　　　　不利益処分に関する不服申し立ての状況
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通　勤　災　害 0件 0件

区　　分 令和3年度確定負担金

（ 令和4年度 ）　

区　　分 受理件数 認定件数

公　務　災　害 1件 1件


